
賛助会員加入のお願い

振込先名 「国立大学法人 三重大学」
各振興基金事業（修学支援事業以外）用口座

振替・振込先 口座番号種目

普通
普通
普通

修学支援事業用口座

インターネット申込（振込手数料は本学が負担します。）１

取扱い種類
●クレジットカード決済
●コンビニ決済
●Pay-easy（ペイジー）決済

三重大学振興基金 検索
ホームページをご覧ください

お問い合わせ
三重大学振興基金事務局【研究・地域連携部社会連携チーム内】

〒514-8507 津市栗真町屋町1577番地　TEL. 059-231-9005　FAX. 059-231-9047　E-mai：kikin@ab.mie-u.ac.jp
2023.04

ご寄附に伴う個人情報の取り扱いについて
ご寄附により習得した個人情報は、本学から寄附者様にご連絡の必要がある場合のみ使用し、三重大学「個人情報の取り扱いに
ついて」により、個人情報を適切に管理・保護し適正に取扱います。

●本学へのご入金の確定ができ次第、「お礼状」と本学が発行する「寄附金領収証」を送付させていただきます。なお、修学支援
事業にご寄附いただいた方には、「お礼状」と「寄附金領収証」と「税額控除に係る証明書写」を送付させていただきます。

賛助会員とは、定期的なご寄附を申込いただき、三重大学振興基金事業を安定的に継続し、さらに発展させるため毎年、ご寄附
の協力をお願いする制度です。継続的なご寄附をお願いいたします。事務局へご連絡願います。

三重大学振興基金事務局（TEL.059-231-9005）へご連絡してください。
本学専用振込用紙（ゆうちょ銀行）を郵送させていただきます。（振込手数料は本学が負担します。）

【本学専用振込用紙を利用しない場合】
郵便振替または銀行振込（ゆうちょ銀行以外）の場合は、本学への寄附申込書の提出が必要となります。
寄附申込書は本学ホームページよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送またはFAX、E-mailにて三重大学
振興基金事務局へ提出願います。電話でもお受けしております。
※この場合の振込手数料は、つぎの指定銀行の本・支店窓口の場合、本学が負担いたしますが、指定銀行以外での窓口の場合、
振込手数料は寄附者様のご負担となります。

郵便振替・銀行振込2

ゆうちょ銀行
百五銀行津駅前支店
三十三銀行三重大学前支店
みずほ銀行津支店

ゆうちょ銀行
百五銀行津駅前支店
三十三銀行三重大学前支店
みずほ銀行津支店

00880-9-216860
912599
351163
1892713

00800-0-168781
771322
305506
1757352

振替・振込先 口座番号種目

普通
普通
普通

三重大学振興基金

三重の力を世界へ 世界から三重へ 未来を拓く地域共創大学

三重大学は平成16年度から国立大学法人という新たな組織形態に移行し、「三重の力を世界へ：地域に
根ざし、世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生み出す～人と自然の調和・共生の中で～」という基
本目標を掲げて、地域の社会や住民の皆様との緊密な連携をとりつつ、「人類福祉の増進」「自然の中での人
類の共生」「地域・国際社会の発展」に貢献できる「人材の育成と研究の創成」に、教職員一同力を合わせて
取り組んで参りました。　
このような高いミッションの実現に向かって、国立大学法人としての目標を達成し、地域社会からの期待に
十分応えることの出来る大学に成長・発展を遂げるためには、学部学生、大学院生、留学生などの修学環境
の整備とキャリア支援、国際教育研究交流事業の推進、産官学民連携活動の強化等、多くの重点課題に取
り組むことが大切と考えています。しかし、法人化以降、大学運営の効率化とともに基盤的予算の削減が既
定路線となり、新たな課題に対する戦略的、裁量的投資の余地は極めて限られてきているのが現状です。
このような状況を鑑み、大学全体の組織として「三重大学振興基金」を設立し、広く学内外の皆様からのご
好意をお受けして参りました。卒業生をはじめ地域社会の皆様のご理解とご協力を仰ぎながら、引き続き「基
金」を運営・発展させることにより、自主的・戦略的に大学の活動を発展させて行きたいと思います。
このような趣旨にご理解とご賛同を賜り、格別のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

三重大学 学長

伊藤  正明

ご寄附の方法

ご寄附のお願い

学資援助事業 学内施設の整備事業
１．所得税の優遇措置

寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。
所得金額に対して寄附金額が大きい場合、減税効果が大きくなります。

※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の４０％が上限です。

税制上の優遇措置等
「三重大学振興基金」へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
寄附金控除を受けるには確定申告が必要です。本学発行の寄附金領収書をお使いください。

個人からのご寄附
所得控除の適用対象となります。

特定基金「三重大学修学支援事業」にご寄附いただいた場合のみ、  所得控除  に加え  税額控除  の適用対象となります。
確定申告の際に、いずれか一方の制度をご選択いただけます。

２．個人住民税（県民税・市町村民税）の寄附金税額控除（地方自治体の条例）
　　住民税の寄附金税額控除を受けることができます。お住いの都道府県市町の税務担当へお問い合わせ願います。

法人からのご寄附（法人税法第37条第3項第2号）

ご寄附いただいた全額を損金算入することができます。

所得控除
（所得税法７８条第２項第２号） 寄付金控除額 寄附金合計 2,000円-＝

※「三重大学修学支援事業」へのご寄附の場合のみ、「税額控除」の適用対象
所得税額から直接寄附金額の一定割合が控除されます。

※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の40％が上限となり、税額控除額は、
　所得税額の25％が上限となります。

税額控除
（租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項） 寄附金控除額 寄附金合計 2,000円（　　　　　　　　　　　　　　）- 40％×＝



※贈呈品一例

三重大学振興基金の事業概要 寄附者様への謝意

地域イノベーション学研究科教育研究支援事業

遺贈による寄附

三重大学医学部附属病院運営支援事業

生物資源学部・生物資源学研究科教育研究事業

学生と市民の豊かな教養を育むための支援事業（教養教育院）

三重大学に在籍する経済的理由により修学困難な学生等を支援するために活用します。 
※授業料減免、奨学金、留学生支援の事業

地域活性化に向けた工学系人材育成ネットワーク構築事業（工学部・工学研究科）

教育学部・教育学研究科教育研究事業
人文学部・人文社会科学研究科学生支援事業

三重大学修学支援事業

医学系研究科・医学部教育研究事業
教職大学院奨学金事業

三重大学全体における奨学援助（三重大学修業支援事業
を除く。）、国際交流及び地域貢献等の一層の進展を図り、
もって教育・学術研究の振興に資することを目的とする事業
として活用します。
※奨学金、災害時の学費援助、修学環境整備、その他本学の使命達成に
必要な事業

三重大学振興基金事業
大学ホームページへのご芳名掲載

三重大学振興基金特別寄附者銘板にご芳名掲載

一般基金

特定基金

その他の基金活動

紺綬褒章

寄附者への返礼品

寄附者様への特典

感謝状の贈呈

ご寄附を賜りました皆様には、心より感謝申し上げるとともに、功績をたたえ、感謝状の贈呈、ご芳名銘板設置、本学ホームページにご芳名掲載
等さまざまな形で顕彰させていただきます。
また、本学は内閣府賞勲局より、公益のために私財を寄附された個人や法人に授与される「紺綬褒章」の公益団体として認定されており、個人の
方は500万円以上、法人・団体は1,000万円以上のご寄附をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります。

基金事業は、大学で幅広く活用する「一般基金」と目的を特定した「特定基金」において各事業を実施しています。
（事業のご指定がない場合は、一般基金として取り扱わさせていただきます）

寄附者様の合意を得た上で、寄附者様のご芳名等を上半期（4月～
9月）、下半期（10月～3月）の年２回、三重大学振興基金ホームペー
ジに掲載させていただきます。

寄附者様の合意を得た上で、講堂（平成18年度以降の寄附累計
額）、事務局棟１階正面玄関（令和元年度以降の寄附累計額）にご
芳名を掲載させていただきます。

１．一口100万円以上（個人限定）

•三重大学医学部附属病院においての
PET健診

•産学連携商品・農場生産物（プレミアム
商品）の贈呈

•学長懇談会への招待

２．寄付総額100万円以上

•産学連携商品・農場生産物（プレミアム
商品）の贈呈

•学長懇談会への招待

３．寄付総額20万円以上

•産学連携商品・農場生産物の贈呈

•学長懇談会への招待

※一口３万円以上のご寄附の方には、寄
附額に応じて産学連携商品・農場生産
物を贈呈

寄附額が20万円以上の寄附者様（学内教職員を除く）には、感謝状
を贈呈いたします。

紺綬褒章は国の褒章制度のひとつで、公益のために私財（個人であれば500万円以上、団体
であれば1,000万円以上）を寄附した個人または団体を対象として授与されるものです。
三重大学は、紺綬褒章の公益団体として、内閣府省勲局より認定を受けており、要件を満た
した寄附者様のご意向を確認のうえ、本学から文部科学省（その後文部科学省から内閣府
へ提出）に申請いたします。

ご受章までの流れ
必要書類のご提出後、本学で申請書類一式を作成し、文部科学省へ提出いたします。その
後、内閣府において審査、閣議決定後、本学から寄附者様へ褒章等をお渡しいたします。（本
学からの申請書類の提出から受章まで、およそ１年程度かかります。）

・キャリア支援
・課外活動施設等整備
・地域活性化活動支援
・キャンパス環境整備

三重県を中心とした地域圏における防災・減災活動の推進の拠点として、防災・減災に資する教育、研究の推進、並びに社会貢献に寄与
することを目的とする事業を行います。
※防災・減災セミナー、災害時の保健医療セミナー、セミナー実施後の地域へのフォローアップ、防災・減災に関する教育研究活動に活用します。

地域圏防災・減災事業

附属病院におけるPET健診（個人限定） 産学連携商品・農場生産物（プレミアム商品）の贈呈

大学ホームページへのご芳名掲載

振興基金特別寄附者銘板

礼状（学長メッセージ） ●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●

記念品・顕彰

感謝状
学長懇談会へのご招待

感謝状（額縁入）
附属病院におけるPET検診（個人限定）※
産学連携商品・農場生産物（プレミアム）

紺綬褒章

一口3万円
以上

500万円
以上

10万円
以上

20万円
以上

産学連携商品・農場生産物

100万円
以上

寄付者
全員

寄付金額

※１．個人、法人・企業・団体等とも
　　10万円以上の寄附（銘板小）、100万円以上の寄附（銘板中）、
　　1,000万円以上の寄附（銘板大）
　２．事務局棟１階正面玄関銘板については、学内教職員を除く。

事務局内銘板三翠ホール（講堂）内銘板

※附属病院におけるPET検診（個人限定）については、一口100万円以上。
◎振興基金特別寄附者銘板、感謝状については、寄附累計額。

クラウドファンディング事業 冠基金事業



※贈呈品一例

三重大学振興基金の事業概要 寄附者様への謝意
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※防災・減災セミナー、災害時の保健医療セミナー、セミナー実施後の地域へのフォローアップ、防災・減災に関する教育研究活動に活用します。

地域圏防災・減災事業

附属病院におけるPET健診（個人限定） 産学連携商品・農場生産物（プレミアム商品）の贈呈

大学ホームページへのご芳名掲載

振興基金特別寄附者銘板

礼状（学長メッセージ） ●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●

記念品・顕彰

感謝状
学長懇談会へのご招待

感謝状（額縁入）
附属病院におけるPET検診（個人限定）※
産学連携商品・農場生産物（プレミアム）

紺綬褒章

一口3万円
以上

500万円
以上

10万円
以上

20万円
以上

産学連携商品・農場生産物

100万円
以上

寄付者
全員

寄付金額

※１．個人、法人・企業・団体等とも
　　10万円以上の寄附（銘板小）、100万円以上の寄附（銘板中）、
　　1,000万円以上の寄附（銘板大）
　２．事務局棟１階正面玄関銘板については、学内教職員を除く。

事務局内銘板三翠ホール（講堂）内銘板

※附属病院におけるPET検診（個人限定）については、一口100万円以上。
◎振興基金特別寄附者銘板、感謝状については、寄附累計額。

クラウドファンディング事業 冠基金事業



※贈呈品一例

三重大学振興基金の事業概要 寄附者様への謝意

地域イノベーション学研究科教育研究支援事業

遺贈による寄附

三重大学医学部附属病院運営支援事業

生物資源学部・生物資源学研究科教育研究事業

学生と市民の豊かな教養を育むための支援事業（教養教育院）

三重大学に在籍する経済的理由により修学困難な学生等を支援するために活用します。 
※授業料減免、奨学金、留学生支援の事業

地域活性化に向けた工学系人材育成ネットワーク構築事業（工学部・工学研究科）

教育学部・教育学研究科教育研究事業
人文学部・人文社会科学研究科学生支援事業

三重大学修学支援事業

医学系研究科・医学部教育研究事業
教職大学院奨学金事業

三重大学全体における奨学援助（三重大学修業支援事業
を除く。）、国際交流及び地域貢献等の一層の進展を図り、
もって教育・学術研究の振興に資することを目的とする事業
として活用します。
※奨学金、災害時の学費援助、修学環境整備、その他本学の使命達成に
必要な事業

三重大学振興基金事業
大学ホームページへのご芳名掲載

三重大学振興基金特別寄附者銘板にご芳名掲載

一般基金

特定基金

その他の基金活動

紺綬褒章

寄附者への返礼品

寄附者様への特典
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三重県を中心とした地域圏における防災・減災活動の推進の拠点として、防災・減災に資する教育、研究の推進、並びに社会貢献に寄与
することを目的とする事業を行います。
※防災・減災セミナー、災害時の保健医療セミナー、セミナー実施後の地域へのフォローアップ、防災・減災に関する教育研究活動に活用します。

地域圏防災・減災事業

附属病院におけるPET健診（個人限定） 産学連携商品・農場生産物（プレミアム商品）の贈呈

大学ホームページへのご芳名掲載
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以上

産学連携商品・農場生産物

100万円
以上

寄付者
全員

寄付金額

※１．個人、法人・企業・団体等とも
　　10万円以上の寄附（銘板小）、100万円以上の寄附（銘板中）、
　　1,000万円以上の寄附（銘板大）
　２．事務局棟１階正面玄関銘板については、学内教職員を除く。

事務局内銘板三翠ホール（講堂）内銘板

※附属病院におけるPET検診（個人限定）については、一口100万円以上。
◎振興基金特別寄附者銘板、感謝状については、寄附累計額。

クラウドファンディング事業 冠基金事業



賛助会員加入のお願い

振込先名 「国立大学法人 三重大学」
各振興基金事業（修学支援事業以外）用口座

振替・振込先 口座番号種目

普通
普通
普通

修学支援事業用口座

インターネット申込（振込手数料は本学が負担します。）１

取扱い種類
●クレジットカード決済
●コンビニ決済
●Pay-easy（ペイジー）決済

三重大学振興基金 検索
ホームページをご覧ください

お問い合わせ
三重大学振興基金事務局【研究・地域連携部社会連携チーム内】

〒514-8507 津市栗真町屋町1577番地　TEL. 059-231-9005　FAX. 059-231-9047　E-mai：kikin@ab.mie-u.ac.jp
2023.04

ご寄附に伴う個人情報の取り扱いについて
ご寄附により習得した個人情報は、本学から寄附者様にご連絡の必要がある場合のみ使用し、三重大学「個人情報の取り扱いに
ついて」により、個人情報を適切に管理・保護し適正に取扱います。

●本学へのご入金の確定ができ次第、「お礼状」と本学が発行する「寄附金領収証」を送付させていただきます。なお、修学支援
事業にご寄附いただいた方には、「お礼状」と「寄附金領収証」と「税額控除に係る証明書写」を送付させていただきます。

賛助会員とは、定期的なご寄附を申込いただき、三重大学振興基金事業を安定的に継続し、さらに発展させるため毎年、ご寄附
の協力をお願いする制度です。継続的なご寄附をお願いいたします。事務局へご連絡願います。

三重大学振興基金事務局（TEL.059-231-9005）へご連絡してください。
本学専用振込用紙（ゆうちょ銀行）を郵送させていただきます。（振込手数料は本学が負担します。）

【本学専用振込用紙を利用しない場合】
郵便振替または銀行振込（ゆうちょ銀行以外）の場合は、本学への寄附申込書の提出が必要となります。
寄附申込書は本学ホームページよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送またはFAX、E-mailにて三重大学
振興基金事務局へ提出願います。電話でもお受けしております。
※この場合の振込手数料は、つぎの指定銀行の本・支店窓口の場合、本学が負担いたしますが、指定銀行以外での窓口の場合、
振込手数料は寄附者様のご負担となります。

郵便振替・銀行振込2

ゆうちょ銀行
百五銀行津駅前支店
三十三銀行三重大学前支店
みずほ銀行津支店

ゆうちょ銀行
百五銀行津駅前支店
三十三銀行三重大学前支店
みずほ銀行津支店

00880-9-216860
912599
351163
1892713

00800-0-168781
771322
305506
1757352

振替・振込先 口座番号種目

普通
普通
普通

三重大学振興基金

三重の力を世界へ 世界から三重へ 未来を拓く地域共創大学

三重大学は平成16年度から国立大学法人という新たな組織形態に移行し、「三重の力を世界へ：地域に
根ざし、世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生み出す～人と自然の調和・共生の中で～」という基
本目標を掲げて、地域の社会や住民の皆様との緊密な連携をとりつつ、「人類福祉の増進」「自然の中での人
類の共生」「地域・国際社会の発展」に貢献できる「人材の育成と研究の創成」に、教職員一同力を合わせて
取り組んで参りました。　
このような高いミッションの実現に向かって、国立大学法人としての目標を達成し、地域社会からの期待に
十分応えることの出来る大学に成長・発展を遂げるためには、学部学生、大学院生、留学生などの修学環境
の整備とキャリア支援、国際教育研究交流事業の推進、産官学民連携活動の強化等、多くの重点課題に取
り組むことが大切と考えています。しかし、法人化以降、大学運営の効率化とともに基盤的予算の削減が既
定路線となり、新たな課題に対する戦略的、裁量的投資の余地は極めて限られてきているのが現状です。
このような状況を鑑み、大学全体の組織として「三重大学振興基金」を設立し、広く学内外の皆様からのご
好意をお受けして参りました。卒業生をはじめ地域社会の皆様のご理解とご協力を仰ぎながら、引き続き「基
金」を運営・発展させることにより、自主的・戦略的に大学の活動を発展させて行きたいと思います。
このような趣旨にご理解とご賛同を賜り、格別のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

三重大学 学長

伊藤  正明

ご寄附の方法

ご寄附のお願い

学資援助事業 学内施設の整備事業
１．所得税の優遇措置

寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。
所得金額に対して寄附金額が大きい場合、減税効果が大きくなります。

※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の４０％が上限です。

税制上の優遇措置等
「三重大学振興基金」へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
寄附金控除を受けるには確定申告が必要です。本学発行の寄附金領収書をお使いください。

個人からのご寄附
所得控除の適用対象となります。

特定基金「三重大学修学支援事業」にご寄附いただいた場合のみ、  所得控除  に加え  税額控除  の適用対象となります。
確定申告の際に、いずれか一方の制度をご選択いただけます。

２．個人住民税（県民税・市町村民税）の寄附金税額控除（地方自治体の条例）
　　住民税の寄附金税額控除を受けることができます。お住いの都道府県市町の税務担当へお問い合わせ願います。

法人からのご寄附（法人税法第37条第3項第2号）

ご寄附いただいた全額を損金算入することができます。

所得控除
（所得税法７８条第２項第２号） 寄付金控除額 寄附金合計 2,000円-＝

※「三重大学修学支援事業」へのご寄附の場合のみ、「税額控除」の適用対象
所得税額から直接寄附金額の一定割合が控除されます。

※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の40％が上限となり、税額控除額は、
　所得税額の25％が上限となります。

税額控除
（租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項） 寄附金控除額 寄附金合計 2,000円（　　　　　　　　　　　　　　）- 40％×＝



賛助会員加入のお願い

振込先名 「国立大学法人 三重大学」
各振興基金事業（修学支援事業以外）用口座

振替・振込先 口座番号種目

普通
普通
普通

修学支援事業用口座

インターネット申込（振込手数料は本学が負担します。）１

取扱い種類
●クレジットカード決済
●コンビニ決済
●Pay-easy（ペイジー）決済

三重大学振興基金 検索
ホームページをご覧ください

お問い合わせ
三重大学振興基金事務局【研究・地域連携部社会連携チーム内】

〒514-8507 津市栗真町屋町1577番地　TEL. 059-231-9005　FAX. 059-231-9047　E-mai：kikin@ab.mie-u.ac.jp
2023.04

ご寄附に伴う個人情報の取り扱いについて
ご寄附により習得した個人情報は、本学から寄附者様にご連絡の必要がある場合のみ使用し、三重大学「個人情報の取り扱いに
ついて」により、個人情報を適切に管理・保護し適正に取扱います。

●本学へのご入金の確定ができ次第、「お礼状」と本学が発行する「寄附金領収証」を送付させていただきます。なお、修学支援
事業にご寄附いただいた方には、「お礼状」と「寄附金領収証」と「税額控除に係る証明書写」を送付させていただきます。

賛助会員とは、定期的なご寄附を申込いただき、三重大学振興基金事業を安定的に継続し、さらに発展させるため毎年、ご寄附
の協力をお願いする制度です。継続的なご寄附をお願いいたします。事務局へご連絡願います。

三重大学振興基金事務局（TEL.059-231-9005）へご連絡してください。
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郵便振替または銀行振込（ゆうちょ銀行以外）の場合は、本学への寄附申込書の提出が必要となります。
寄附申込書は本学ホームページよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送またはFAX、E-mailにて三重大学
振興基金事務局へ提出願います。電話でもお受けしております。
※この場合の振込手数料は、つぎの指定銀行の本・支店窓口の場合、本学が負担いたしますが、指定銀行以外での窓口の場合、
振込手数料は寄附者様のご負担となります。
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1892713

00800-0-168781
771322
305506
1757352

振替・振込先 口座番号種目

普通
普通
普通

三重大学振興基金

三重の力を世界へ 世界から三重へ 未来を拓く地域共創大学

三重大学は平成16年度から国立大学法人という新たな組織形態に移行し、「三重の力を世界へ：地域に
根ざし、世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生み出す～人と自然の調和・共生の中で～」という基
本目標を掲げて、地域の社会や住民の皆様との緊密な連携をとりつつ、「人類福祉の増進」「自然の中での人
類の共生」「地域・国際社会の発展」に貢献できる「人材の育成と研究の創成」に、教職員一同力を合わせて
取り組んで参りました。　
このような高いミッションの実現に向かって、国立大学法人としての目標を達成し、地域社会からの期待に
十分応えることの出来る大学に成長・発展を遂げるためには、学部学生、大学院生、留学生などの修学環境
の整備とキャリア支援、国際教育研究交流事業の推進、産官学民連携活動の強化等、多くの重点課題に取
り組むことが大切と考えています。しかし、法人化以降、大学運営の効率化とともに基盤的予算の削減が既
定路線となり、新たな課題に対する戦略的、裁量的投資の余地は極めて限られてきているのが現状です。
このような状況を鑑み、大学全体の組織として「三重大学振興基金」を設立し、広く学内外の皆様からのご
好意をお受けして参りました。卒業生をはじめ地域社会の皆様のご理解とご協力を仰ぎながら、引き続き「基
金」を運営・発展させることにより、自主的・戦略的に大学の活動を発展させて行きたいと思います。
このような趣旨にご理解とご賛同を賜り、格別のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

三重大学 学長

伊藤  正明

ご寄附の方法

ご寄附のお願い

学資援助事業 学内施設の整備事業
１．所得税の優遇措置

寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。
所得金額に対して寄附金額が大きい場合、減税効果が大きくなります。

※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の４０％が上限です。

税制上の優遇措置等
「三重大学振興基金」へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
寄附金控除を受けるには確定申告が必要です。本学発行の寄附金領収書をお使いください。

個人からのご寄附
所得控除の適用対象となります。

特定基金「三重大学修学支援事業」にご寄附いただいた場合のみ、  所得控除  に加え  税額控除  の適用対象となります。
確定申告の際に、いずれか一方の制度をご選択いただけます。

２．個人住民税（県民税・市町村民税）の寄附金税額控除（地方自治体の条例）
　　住民税の寄附金税額控除を受けることができます。お住いの都道府県市町の税務担当へお問い合わせ願います。

法人からのご寄附（法人税法第37条第3項第2号）

ご寄附いただいた全額を損金算入することができます。

所得控除
（所得税法７８条第２項第２号） 寄付金控除額 寄附金合計 2,000円-＝

※「三重大学修学支援事業」へのご寄附の場合のみ、「税額控除」の適用対象
所得税額から直接寄附金額の一定割合が控除されます。

※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の40％が上限となり、税額控除額は、
　所得税額の25％が上限となります。

税額控除
（租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項） 寄附金控除額 寄附金合計 2,000円（　　　　　　　　　　　　　　）- 40％×＝
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